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１ 宿泊税に関する検討の経過 

小樽市では、近年増加する外国人観光客と多様化するニーズに対応するため、持続

可能な観光振興に向けた新たな財源の確保が必要となっていた。 

この課題に対応するため、令和元年１１月に「小樽市観光税導入に係る有識者会

議」を設置し、全５回の開催の中で、財源の規模や安定性及び受益と負担の関係性の

観点から、法定外⽬的税として「宿泊税」を導入することが望ましいという結論に至

り、令和５年２月に市へ提言（「観光振興のための安定的な新たな財源に関する提言

書」の提出）を行った。 

本市においては、この提言を踏まえ宿泊税を導入することとし、令和６年第４回定

例小樽市議会（令和６年１２月）において「小樽市宿泊税条例」が可決され、令和８

年４月からの条例施行を予定している。 

 

２ 宿泊税の基本的な考え方 

（１）課税目的 

観光資源の魅力向上や旅行者の受入環境の充実など、持続可能な観光の振興を図る

施策に要する費用に充てるため。 

（２）課税期間及び制度の見直し 

小樽市宿泊税条例の施行後５年を目途として、社会経済情勢の推移等を勘案し、必

要な措置を講ずる。 

 

３ 宿泊税を活用する施策 

新たな財源として導入する宿泊税は、これまでの取組に加え、魅力の向上や受入環

境整備など、観光施策の新規・拡充に取り組むことで、交流人口や観光消費額の増加

を促し、地域経済の活性化を図る。 

また、小樽観光にとってその時代に即した最良の運用ができるよう、柔軟かつ自由

度を高め、実効性のある施策を展開していく。 

宿泊税を活用する施策ついては、納税者となる宿泊者や特別徴収義務者となる宿泊

事業者などの十分な理解を得る必要があることから、令和６年４月に宿泊者を対象と

して、令和７年６月に市内全宿泊施設を対象として、宿泊税の使途に関するアンケー

ト調査を実施し、その結果などを踏まえ、８月から有識者や宿泊団体等で構成する

「小樽市宿泊税検討会議」を設置して検討を進めている。 

なお、宿泊税の活用状況については市ホームページなどで公表を行い、透明化を図

る。 
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【参考】宿泊税の使途として考えられる施策の例 

Ⅰ 歴史遺産や個性ある景観の保全 

（例）・歴史的建造物の保全 

・美しい街並みや景観の保全 

・歴史的建造物及び景観の周知啓発 など 

Ⅱ 観光インフラの整備 

（例）・公共無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の整備 

・観光地の除排雪 

・観光地の道路、公園・緑地の整備・維持管理 

・観光地・観光施設の高付加価値化（ユニバーサル化 等） など 

Ⅲ 受入環境の整備 

（例）・観光案内所の機能強化 

・観光客等災害対応策 

・観光型ＭａａＳ構築 

・オーバーツーリズム対策 など 

Ⅳ マーケティング等に基づく観光戦略策定とそれに基づく取組 

（例）・観光関連各種調査 

・地域ＤＭＯの施策推進強化 

・観光を支える人材の育成 

・夜間帯、早朝帯を活用したコンテンツ造成 など 

Ⅴ 観光振興における不測の事態や社会情勢の変化等に対応するための基金への積立て 
（例）・災害等による観光需要の落ち込みに備えた基金の創設 

Ⅵ 賦課徴収に係る経費 

（例）・特別徴収義務者への奨励金 

・賦課徴収事務に係る経費、管理システム使用料、印刷物作成 など 

 

【参考】第７次小樽市総合計画 2019-2028 

本市が観光都市として更に発展するため、歴史的建造物の保全・活用をはじめ、

本市特有の都市景観の維持に努め、観光客が豊かな自然、歴史、文化、食などの多

彩で奥深い魅力を体感し、「何度でも訪れたいと思えるまち」を目指します。 

このため、「小樽の魅力を深める」取組として、既存観光資源の磨き上げやナイト

ツーリズムなど新たな魅力を発掘する取組を進めるとともに、インバウンドの誘致

を強化し、多様化するニーズへの対応を図ります。 

また、市内はもとより後志圏の豊かな自然や食など、魅力あふれる観光資源を広

域的に活用する「小樽の魅力を広げる」取組を進めるとともに、ホスピタリティの

啓発や観光ボランティア団体の活動促進により、市民の意識改革を図り、市民が積

極的に参加する「小樽の魅力を共有する」取組を進めます。 

これらの取組により、滞在時間の延長や複数回の訪問を促し、国内外観光客の消

費拡大や関連産業への波及効果を高め、基幹産業として更なる発展に努めます。 
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《参考資料》北海道の宿泊税を活用する施策（予定）  

北海道の宿泊税を活用する施策は、「北海道宿泊税を充当して取り組む施策の基本的

な考え方」に基づき、広域自治体の役割として整理できる施策（対象が道内全域・市

町村を跨ぐ広域的で効果が全道域に及ぶ施策）としており、「観光の高付加価値化」、

「観光サービス・観光インフラの充実・強化」、「危機対応力の強化」の３つを施策目

的に位置づけ、この３つの柱に基づく７つの分野に施策を分類している。 

 

【参考】北海道宿泊税の使途（「宿泊税充当施策の基本的な考え方（骨子）」より抜粋） 

 

 


